
 

下記のとおり受け入れ希望者を募集します。 

 

記 

 

募集期間：2024 年 3 月～緊急治水プロジェクトによる河道掘削が終えるまで 

資格条件：主な資格条件は下記のとおりです。 

     ・受入れ先が須坂市内であること 

     ・受入れ土量が 1 箇所あたり 5,000 ㎥以上 

     ・大型ダンプトラック 10t 車の土砂搬入ができる場所であること 

     ・搬入場所が土砂災害危険箇所に指定されてないこと 

     ・土砂搬入までに、土砂受入に必要な関係法令の許可等の手続きを受入側

において完了させることができること（長野県土砂等の盛土等の規制に

関する条例、占用等の許可） 

運搬条件：国の実施範囲は受入地までの運搬、荷下ろしまでです。受入地に必要な擁

壁、盛土転圧等は受け入れ者の負担となります。 

申込方法：指定の申込書を須坂市道路河川課まで郵送、メール等でご提出ください。 

その他 ：申込書を受理後、国土交通省へ書類を送付し、実施の可否について判断し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土交通省千曲川河川事務所流域治水課 須坂市まちづくり推進部道路河川課 

連絡先 〒382-8511 須坂市大字須坂 1528 番地１ 

須坂市役所 まちづくり推進部 道路河川課 

電話 026-248-9006（課専用）FAX026-248-9040（部専用） 

E-mail dorokasen@city.suzaka.nagano.jp 




